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三岐鉄道株式会社三岐線東藤原駅構内における鉄道重大インシデントに

係る勧告について 

 

本重大インシデントは、脱線現場付近の平面線形の諸元が把握されていなか

ったこと、分岐器の軌道変位検査が適切に行われていなかったことから、軌道

変位が軌道整備基準値を超えた状態であることを認識できず、同一箇所で２度

繰り返し車両が脱線したことによるものであると考えられる。 

当委員会は、本重大インシデントの調査結果を踏まえ、輸送の安全を確保す

るため、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、

下記のとおり勧告する。 

また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。 

 

                記 

 

 貴社は、曲線及び分岐器の区間において、保守管理上の設計値を把握し、「土

木・施設実施基準」に則した軌道変位の検査を適切に実施することにより軌道

の整備・維持を確実に行うこと。 


